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第 １ 章  総 則

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 12年

法 律 第 149号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ

ン の 管 理 の 適 正 化 に 関 し 、 市 等 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 マ ン シ ョ ン の

管 理 の 適 正 化 を 推 進 す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と 等 に よ り 、 良 好 な 居 住 環 境 の

形 成 を 図 り 、 も っ て 市 民 生 活 の 安 定 及 び 向 上 並 び に 市 街 地 の 環 境 の 向 上 に 寄 与

す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 法 の 例 に よ る 。

（ 市 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め 、 マ ン シ ョ ン の 管 理

状 況 等 の 把 握 に 努 め る と と も に 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 情

報 及 び 資 料 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 施 策 を 講 ず る も の と す る 。  

２  市 は 、 前 項 の 施 策 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 係 団 体 と の 連 携 を 図 り 、 及 び 必 要

な 協 力 を 求 め る も の と す る 。

（ 管 理 組 合 の 責 務 ）  
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第 ４ 条  管 理 組 合 は 、 マ ン シ ョ ン を 適 正 に 管 理 す る よ う 自 ら 努 め る と と も に 、 市

が 講 ず る マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る も の と す る 。

（ マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等 の 責 務 ）

第 ５ 条  マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等 は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 し 、 管 理 組 合 の 一

員 と し て の 役 割 を 適 切 に 果 た す よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 管 理 者 等 の 責 務 ）  

第 ６ 条  管 理 組 合 の 管 理 者 等 は 、 マ ン シ ョ ン の 適 正 な 管 理 を 誠 実 に 行 う よ う 努 め

る と と も に 、 市 が 講 ず る マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 施 策 に 協 力

す る も の と す る 。  

（ マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 の 責 務 ）

第 ７ 条  マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 は 、 管 理 組 合 か ら 委 託 を 受 け た 管 理 事 務 を 誠 実 に 行

わ な け れ ば な ら な い 。

２ マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 は 、 専 門 的 な 知 識 に 基 づ き 、 前 項 の 管 理 組 合 に 対 し 、 マ

ン シ ョ ン の 管 理 に 関 す る 事 項 に つ い て 必 要 な 助 言 そ の 他 の 援 助 を 適 切 に 行 う よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ マ ン シ ョ ン 管 理 士 の 責 務 ）

第 ８ 条 マ ン シ ョ ン 管 理 士 は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 し 、 管 理 組 合 の 管 理 者 等 、

マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等 そ の 他 の マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 わ る 者 の 相 談 に 応 じ

る と き は 、 専 門 的 な 知 識 に 基 づ き 、 助 言 そ の 他 の 援 助 を 適 切 に 行 う よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

（ 宅 地 建 物 取 引 業 者 の 責 務 ）  

第 ９ 条  宅 地 建 物 取 引 業 者 は 、 マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 権 等 （ 建 物 の 区 分 所 有 等 に

関 す る 法 律 （ 昭 和 37年 法 律 第 69号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 区 分 所 有 権 及 び 同

条 第 ６ 項 に 規 定 す る 敷 地 利 用 権 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 売 買 若

し く は 交 換 を す る と き 又 は 区 分 所 有 権 等 の 売 買 若 し く は 交 換 の 代 理 若 し く は 媒

介 を す る と き は 、 当 該 区 分 所 有 権 等 を 取 得 す る こ と と な る 者 に 対 し 、 当 該 マ ン

シ ョ ン の 管 理 状 況 に 関 す る 情 報 を 提 供 し 、 将 来 に お け る 当 該 マ ン シ ョ ン の 管 理

に 関 す る 理 解 の 増 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 た に マ ン シ ョ ン の 分 譲 を し よ う と す る 者 の 責 務 ）
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第 10条  宅 地 建 物 取 引 業 者 で あ っ て 、 新 た に マ ン シ ョ ン の 分 譲 （ 委 託 を 受 け て 行

う 分 譲 を 含 む 。 ） を し よ う と す る 者 （ 以 下 「 マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 」 と い う 。 ）

は 、 分 譲 後 の マ ン シ ョ ン の 適 正 な 管 理 に 資 す る た め 、 当 該 マ ン シ ョ ン に 係 る 維

持 及 び 修 繕 に 関 す る 計 画 案 の 策 定 並 び に マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 等 の マ ン シ ョ

ン の 管 理 に 関 す る 理 解 の 増 進 に 資 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。

 第 ２ 章  マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 推 進 計 画

（ マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 推 進 計 画 の 策 定 等 ）

第 11条  市 長 は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め 、 法 第 ３ 条 の ２ 第

１ 項 に 規 定 す る マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 推 進 計 画 と し て 、 神 戸 市 マ ン シ ョ ン 管 理

適 正 化 推 進 計 画 を 策 定 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 神 戸 市 マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 推 進 計 画 を 定 め 、 又 は こ れ を 変 更 し た

と き は 、 遅 滞 な く こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

第 ３ 章  マ ン シ ョ ン の 管 理 状 況 等 の 届 出 、 調 査 等

 （ 管 理 組 合 の 管 理 者 等 に よ る 届 出 ）  

第 12条  居 住 の 用 に 供 す る 独 立 部 分 が ６ 以 上 で あ る マ ン シ ョ ン （ 以 下 「 要 届 出 マ

ン シ ョ ン 」 と い う 。 ） の 管 理 組 合 の 管 理 者 等 （ 管 理 者 等 が 置 か れ て い な い と き

は 、 当 該 管 理 組 合 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 を 開 始 し た と き は 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 管 理 者 等 の 氏 名 及 び 連 絡 先 （ 管 理 者 等 が 置 か れ

て い な い と き は 、 当 該 管 理 組 合 の 名 称 及 び 連 絡 先 。 ） そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事

項 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 す で に 本 項 の 規 定 に よ る 届 出 が

な さ れ た 要 届 出 マ ン シ ョ ン に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が な さ れ た 要 届 出 マ ン シ ョ ン に つ い て 規 則 で 定 め る 事

項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 当 該 要 届 出 マ ン シ ョ ン の 管 理 組 合 の 管 理 者 等 は 、 当

該 変 更 が あ っ た 事 項 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  要 届 出 マ ン シ ョ ン の 管 理 組 合 の 管 理 者 等 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 定 期

に 、 マ ン シ ョ ン の 適 正 な 管 理 の 実 施 状 況 を 把 握 す る た め に 必 要 な 事 項 と し て 規

則 で 定 め る 事 項 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 に よ る 届 出 ）
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第 13条  要 届 出 マ ン シ ョ ン の マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 分 譲 時 に 提 案 を 予 定 し て い る マ ン シ ョ ン の 管 理 に 係 る 事 項 の う ち 、 規 則 で

定 め る 事 項 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 届 出 に は 、 分 譲 時 に 提 案 を 予 定 し て い る 長 期 修 繕 計 画 （ マ ン シ ョ ン の

修 繕 に 関 す る 長 期 の 計 画 を い う 。 ） そ の 他 規 則 で 定 め る 書 類 を 、 必 要 に 応 じ 添

付 す る も の と す る 。  

３  要 届 出 マ ン シ ョ ン の マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 の う ち 規 則 で 定 め る 者 は 、 第 １ 項

の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 、 規 則 で 定 め る 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 当 該 変

更 が あ っ た 事 項 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 情 報 開 示 ）  

第 14条  管 理 組 合 の 管 理 者 等 及 び マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 は 、 前 ２ 条 の 規 定 に よ る

届 出 の 際 に 、 規 則 で 定 め る 事 項 に つ い て 、 市 長 に よ り 公 衆 の 閲 覧 に 供 す る こ と

（ 以 下 「 開 示 」 と い う 。 ） に 対 す る 意 思 を 申 告 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 開 示 の 申 告 が あ っ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、 申 告 が あ っ た マ ン シ ョ ン の 管 理 に 係 る 情 報 を 開 示 す る も の と す る 。 た

だ し 、 届 出 内 容 に つ い て 市 長 が 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り

で な い 。  

（ 助 言 、 指 導 及 び 勧 告 ）  

第 15条  市 長 は 、 管 理 組 合 の 管 理 者 等 又 は マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 が 、 第 12条 及 び

第 13条 の 規 定 に よ る 届 出 を 怠 っ た と 認 め る と き は 、 そ の 者 に 対 し 、 相 当 の 期 間

を 定 め て 届 け 出 る べ き こ と を 指 導 し 、 又 は 勧 告 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 市 長 は 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 を 図 る た め

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 管 理 組 合 の 管 理 者 等 又 は マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 に

対 し 、 当 該 管 理 者 等 又 は マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 が 講 ず べ き 措 置 に つ い て 必 要 な

助 言 、 指 導 及 び 勧 告 を す る こ と が で き る 。  

（ 公 表 ）  

第 16条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 者 が 、 正 当 な 理 由 な く 、 そ の 勧

告 に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 及 び 当 該 勧 告 の 内 容 を 公 表 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 公 表 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 公 表 の
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対 象 と な る 者 に 対 し そ の 旨 を 通 知 し 、 意 見 陳 述 の 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

（ 立 入 調 査 等 ）  

第 17条  市 長 は 、 第 15条 の 規 定 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 管 理 組 合 の 管 理 者

等 に 対 し 、 第 12条 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 事 項 に 関 し 報 告 を 求 め 、 若 し く は 資

料 を 提 出 さ せ 、 又 は 本 市 の 職 員 に 当 該 要 届 出 マ ン シ ョ ン 、 管 理 組 合 の 事 務 所 そ

の 他 管 理 組 合 の 運 営 に 関 係 の あ る 場 所 に 立 ち 入 り 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 に 関 し

質 問 さ せ 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 調 査 さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、 人 の

居 住 の 用 に 供 す る 専 有 部 分 に 立 ち 入 る 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 、 当 該 専 有

部 分 に 居 住 し て い る 者 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。

２  前 項 の 規 定 に よ り 立 入 調 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、

関 係 者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と

解 釈 し て は な ら な い 。

第 ４ 章  雑 則

（ 委 任 ）  

第 18条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

 附  則  

（ 施 行 期 日 ）

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ３ 章 及 び 次 項 の 規

定 は 、 同 年 ７ 月 １ 日 （ 以 下 「 一 部 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  一 部 施 行 日 に 現 に 管 理 組 合 の 管 理 者 等 で あ る 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 第 12条 第 １ 項 に 規 定 す る 届 出 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 部 施 行 日 前 に 市 長 が 定 め る 届 出 を 行 っ た 管 理 組

合 の 管 理 者 等 は 、 第 12条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た も の と み な す 。  

（ マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業 者 の 届 出 に 関 す る 特 例 ）

４  一 部 施 行 日 前 に 要 届 出 マ ン シ ョ ン の 分 譲 を し よ う と す る マ ン シ ョ ン 分 譲 事 業

者 の う ち 規 則 で 定 め る 者 は 、 第 13条 第 １ 項 に 規 定 す る 届 出 を 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  
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